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「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」 

の変更を受けた今後の対応等について（周知依頼） 

 

平素は当協会の事業運営に種々ご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、国土交通省自動車局より、令和２年５月２５日に「新型コロナウイルス感染症

対策の基本的対処方針」が変更され、全国について緊急事態宣言が解除されました

が、緊急事態解除宣言は、１つの通過点であって、感染症が収束したわけではありま

せんので、会員事業者の皆様におかれましては、「新型コロナウイルス感染症対策の

基本的対処方針」（令和２年３月２８日（令和２年５月２５日変更）、「新しい生活様式」、

「霊柩運送事業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」、「新型コロ

ナウイルス感染症 ご遺体の搬送・葬儀・火葬の実施マニュアル」等及び地元各都道

府県知事からの要請等を踏まえ、引き続き必要な対応を行っていただくよう依頼があ

りましたので、傘下会員事業者の皆さんに対する周知方よろしくお願いいたします。 

 

 なお、詳しくは、当協会ホームページ「お知らせ」欄の 

・2020-05-27  「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更を 

受けた今後の対応等について 

をご覧下さい。 
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